
平成２９年６月８日 
 
 

平成２９年度農林水産省の熱中症に対する取組 
 
 

 農林水産省では、農作業中の熱中症事故防止に向けて、７月の「熱中症予防強化月

間」にあわせて、農業者へ熱中症の予防のための留意点等を周知するため、下記の取

組を行う。 
 また、ホームページや農林水産省メールマガジン等の様々なツールを活用して、幅

広く周知を行う。 
 
 

 各都道府県等への通知の発出 

７月の強化月間前に熱中症の予防のための留意点について、各都道府県等に対

し農業者への周知を図るよう通知を発出する。夏季作業で特に注意が必要な事項

について、全国で行われる農業者が集まる集会及び行事等での周知等を実施する

よう各都道府県に依頼する。また、関係団体や企業等に対しても同様の依頼を行

う。 
 

 「熱中症予防声かけプロジェクト」との連携 

熱中症予防声かけプロジェクトと連携してポスターおよびチェックシートを

作成し、７月の強化月間前に行政機関や JA、民間企業などに広く周知するとと

もに、誰でも容易に活用できるよう、農林水産省のホームページにも掲載する。 
 

 熱中症予防に資するグッズの利用推進 

関係団体の協力の下、ファッショナブルで機能性の高い農作業ウェアや熱中症

計等の熱中症予防に資するグッズの利用推進に向けた取組を実施。 
 

 熱中症研修の開催 

 農林水産研修所において、都道府県担当者等を対象とした「熱中症及び環境対

策コース」を新設し、熱中症発症のメカニズムや予防対策のポイント等に関する

理解を深める研修を 6 月 20 日に実施予定。 
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